
流山新市街地地区 
安心・安全まちづくりの取り組み 

 
つくばエクスプレス〔流山おおたかの森駅〕 

 
 

２０１９年７月１１日 
色 川 一 紀 

事例 １ 
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資料２ 



千葉県内 
路線図 

流山おおたかの森 

柏駅 

利根川 
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■地域的課題 

 ・流山市は大都市への人口集中に伴い大小様々な開発が進行し人    

   口が急増 S30（1.9万人） →S60（12.1万人）    （現在18.9万人） 
 
  ・下水道や道路整備が十分追いつかないままのスプロール開発等 
   により、河川等の水質悪化や交通問題が発生 
 
  ・一方、開発されずに残っている森林などでオオタカの生息が確 
   認されるなど豊かな自然環境や動植物など多様な生態系が確認 
 
  ・このような地域状況を背景に、ＴＸと一体型事業をめぐり地域 
   には様々な意見や地域を二分する論争 
 

■事業に対する一部住民意見 
    ①生活環境の維持（現状維持） 
  ②建付け地の減歩負担（区域除外希望） 
  ③開発の住民合意 
  ④自然環境の保全 など 

   

地域的課題と事業推進上の課題（１） 
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■事業推進上の課題 
 
 ・地権者への事業情報提供や地域住民とのコミュニケー 
  ションの問題 
 
 ・鉄道（ＴＸ）と一体型事業による地域分断や家屋移転 
  等に伴う地域コミュニティ問題 
 
 ・鉄道整備、都市基盤整備に伴う多数の建付け地、工場 
  や農地等の移転に係る地元合意形成の問題 
 
 ・現場での工事事故発生に伴う安全確保や既存小学校児 
  童、住民の防犯問題 
 

地域的課題と事業推進上の課題（２） 
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市野谷の森 
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流山おおたかの森 航空写真2018 

つくばエクスプレス 

流山おおたかの森駅 

警察署 

水道施設 

小中併設校 

ショッピングセンター 

ﾎｰﾙ 
・市民窓口 

ライフガーデン 

総合病院 

小学校 

大学・ 
専門学校 
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事業の進め方の再構築 

  事業の進め方（関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業への地権者等参加 
①申し出換地の実施 
②事業等情報提供（個別面談） 
③事業計画の見直しに反映 
 
■第一段階のまちづくりへの地 
 権者等の主体的参加と協働 
①核的な商業施設の誘導 
②共同利用街区への参加 
③センター地区まちづくり協議 
 会の設置(共同利用街区地権 
 者、流山市、都市再生機構） 
 

 事業運営 
先行整備、小宅地対策 
 申し出換地の実施 

  事業計画 
  駅施設等の利便性向上 
  土地利用計画の見直し 

 事業展開 
工事展開方針の明確化 
初期段階のまちづくり 

地権者・住民
の協力と参加 

事業計画の変更 
センター等見直し 

     まちづくり方針の確立 
センター地区まちづくり協議会（共同利用） 

 事業展開の情報提供 
   コミュニケーション 
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土地の集約化(共同利用）と申し出換地 
 

 ① 換地の申し出区分  
  ・センター地区 
    (共同利用、単独利用） 

  ・住宅地(先行整備） 
   （センター建付地 →先行整備街区） 
  ・共同住宅区(法定） 

  ・工場・業務地区 
  ・集合農地区（法定） 
    ・鉄道施設区(法定） 
 

 ② 小規模宅地の規模適正化 
 
  ・ＵＲ土地の従前地分割分譲 
  ・隣り合わせ換地 
 

 ③ まちづくりへの地権者参加 
  ・センター地区まちづくり協議会 
    （地権者、流山市、都市機構） 
  ・センター地区共同利用研究会（地権者） 
    （→事業化推進協議会に発展的改組） 
 

 ④ まちづくり推進会議の設置 
    （流山市、都市機構） 
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センター地区 
（共同利用街区） 

センター地区 
（単独利用街区） 

工場・業務 
住宅地(先行整備） 

共同住宅区 

申し出換地 

集合農地区 

鉄道施設区 
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事業環境の改善と第一段階のまちづくり 
・事業を着実に推進 →地権者への情報伝達 →工事展開への理解協力 

・ＴＸ･東武新駅の開業見通し確保 → 第一段階のまちづくりを推進 

・地権者、流山市、都市再生機構等の協働による「まちのブランド化」へ 

■まちづくりコンセプト 

①流山市の新たな中心核の形成 

②田園環境の保全拡充 

③産業創生との連携 

④住民参加・ＮＰＯ連携 

 

■基盤整備まちづくり推進 

 ●まちづくり推進会議 

  （流山市･都市再生機構） 
 

■核的商業施設の誘導 

 ●センター共同利用研究会 

 ●センターまちづくり協議会 
 （共同利用街区地権者、流山市、 

  都市再生機構） 

平成18（2006）年時点の整備中の状況 

大手の住宅事業者 
マンション５２４戸、戸建５１戸 

ライフガーデン 

おおたかの森ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 南口 

東口 
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流山おおたかの森駅（南口）  民間マンション（南口） 
自由通路 
（ＴＸと東武改札口連絡） 

ライフガーデン流山おおたか
の森（東口）  流山おおたかの森ＳＣ（南口） 

TX 

東武 

流山おおたかの森駅（東口） 

駅前交番（南口） 

駅前保育ステーション 民間マンション（東口） 
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安心･安全まちづくりの取り組み 
都市再生機構は、流山市と共同（新都市ライフに委託）して「安心･安全
まちづくり」共有できるミッション・テーマと定め、関係者の意見交換を通
じて、人材の発掘、関係者意向を踏まえた仕組みづくりと体制づくり、
試行的取組み、組織体制の立ち上げを行った。 
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 安心･安全まちづくりの取り組み実績（１） 
 
協議会の活動は、地域事情をふまえ、まずは優先度の高い「防犯まちづくり」と「子育て支
援」について取り組むこととし、協議会の機動性と効率的な運営を図るためそれぞれ分科会
を設置して次の取り組みを行った。 
なお、協議会と連絡会義の合同会議により強力な活動支援が行われた。 
 

防犯まちづくり分科会 
①講習会、講演会による防犯情報研修 
・専門家委員の講義、警察の実務講習 

②駅前交番の設置要望 
・県知事、流山警察署長に要望 

・平成21年度 駅前交番設置(南口）実現 

③自主防犯活動 
・周辺自治会、警察と連携したパトロール 

④ＣＡＰプログラムの実施（既存小学校） 

・NPO専門家による子供の犯罪防止プログラム 

・児童は授業一環、先生PTA自治会は大人WS 

⑤子供の安心･安全の実態調査に協力 
・東京大学、警察庁科学警察研究所等共同 

 研究に協力 

 

 

 防犯まちづくり分科会   防犯パトロール 

  南口駅前交番   CAPプログラム 
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 安心･安全まちづくりの取り組み実績（２） 

子育て支援分科会 
 
①講習会、講演会による子育て支援研修 

・専門家委員の講義、流山市の施策研修 
・保育事情の課題の把握 
②新しい保育システムの企画検討・立案 
・待機児童の解消、選択肢のある保育環境、子育てと仕事の 
 両立、親の育児不安相談や交流等の子育て支援など様々な 
 保育ニーズに対応した複合拠点施設の企画・提案 

③行政への提案調整 

・送迎を含む駅前保育ステーションの提案 
・流山市が保育事業者を公募、決定 
④駅前保育ステーション(施設）の事業化 
・保育事業者の参画、事業化の検討 
・国（厚労省）の交付金事業採択 
・平成19年度保育事業者(社会福祉法人）が 
 「フォレストキッズガーデン」を開業 

⑤複合ビルの建設企画と入居調整 
・保育ステーションの子育て環境をサポートし利便 
 性を高める複合ビル企画 

・平成19年度「ライフガーデン流山おおたかの森」開業 
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第一段階のまちづくりの主な課題と対応方策 
 

• １ 子どもや居住者の安心安全の確保と犯罪を呼び込まないまちづくり 
• ２ 道路の切り回し工事、整地工事、多くの住宅や工場棟の移転など生活環境の保全 
• ３ 東口駅前に取り残された小山小学校（将来は移転計画）の子どもの安全 
• ４ 東口エリアの開発整備の推進（市街地の熟成化、まちの機能誘導） 
• ５ 団塊ジュニア世代の来住に対応して、安心安全な子育て環 

 

安心・安全ま
ちづくりの取り
組み 
協議会等 

まちづくり等情報 

防犯 

子育て支援 

内外への情報の発信 

防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、交番誘致、ＣＡＰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

子育て拠点施設（駅前保育ｽﾃｰｼｮﾝ） 

ライフガーデン流山おおたかの森 
東口の市街化
促進、まちづく
りの機能誘導 
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複合施設「ライフガーデン流山おおたかの森」 
コンセプト 
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駅前保育ｽﾃｰｼｮﾝ（高砂福祉会） 

「フォレストキッズガーデン」 

Ｈ１９開業 

 

 

 
 
複合ビル（新都市ライフ） 
「ライフガーデン流山おおたかの森」 
Ｈ１９開業 
 

・市内の市立私立保育所に送迎 
・保育所（分園）通常保育 
・一時保育、延長保育、休日保育 
・子育て支援センター 

「ライフガー
デン流山お
おたかの森」 
4階フロア 

４階 保育ステーション 

医療モール（整形、内
科、歯科、耳鼻咽喉
科） 

・一般民有地権者 
 （土地の共同利用） 
・敷地 3,000 ㎡ 
・延床 14,700 ㎡ 
・鉄骨造 ７階建 
・立体駐車場 137台 

５階～７階スポーツC（ﾌﾟｰﾙ有） ３階 業務オフィス 

２階 大学(ｻﾃﾗｲﾄ)、美容室、学習塾、飲食、調剤薬   

１階 銀行２、コンビニ、ガス営業所、学習塾 
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複合施設「ライフガーデン流山おおたかの森」 
概  要 

一般地権者の土地の共同利用 
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事業のポイント 
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第一段階まちづくりにおけるエリアマネジメントの取組み 

１ 事業の推進と第一段階まちづくり（地権者・住民の参加） 
 
 ①土地利用の実現に向けた地権者活力の反映 
  ◆事業・まちづくり方針・・・・・事業の再構築 (事業とまちづくりへの地権者・住民の参加協力） 
  ◆地権者協力等・・・・・・・・・・申し出換地（地権者活力を生かした土地利用の実現）  
 

 ②市の中心核形成のまちづくり、核的施設の立地誘導 
  ◆魅力的で良好なセンターづくり・・・・・センター地区まちづくり協議会 
  ◆核的大型複合商業施設の誘導・・・・・センター地区共同利用研究会(発展的改組） 
                      〔共同利用街区（南口）：流山おおたかの森ＳＣ〕 

 
２ 安心・安全まちづくり（多様な主体による連携協働の取組み） 
 
 ①地域主体の持続的なまちづくり 
  ◆安心・安全まちづくりの仕組みづくり・・・・・・安心・安全まちづくり協議会(連絡会議） 
  ◆当面の活動テーマ(防犯、子育て支援)・・・・分科会活動(地域と連携） 
 

 ②拠点施設等(機能）の立地誘導 
  ◆まち全体で安心安全の取組み意識・・・駅前交番の誘導、住宅地の防犯性能向上 
  ◆駅前保育ステーションの立地誘導・・・・送迎ステーション等の保育システム 
  ◆東口まちづくり誘導・・・・・・・・・・・・・・・・複合ビルの建設 
                      〔単独街区の共同化(東口）：ライフガーデン流山おおたかの森〕 

                          21 



資料：流山市 

H28 

34,702 

TX 36,491 

H29 
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資料:流山市 

H29 

181,737 

189,373 

 H30 
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既存自治会のエリア 

新町界町名（素案） 
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安心安全の取組み（２） 防災訓練 

帰宅困難者誘導（幼
児連れママ）   

赤ちゃん避難ｺｰﾅｰ
設置 

駅救命、AED、非
常食、給水、起震
車体験、炊き出し
等各種展示ｲﾍﾞﾝﾄ 
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安心・安全まちづくり協議会の活動展開イメージ 

〔初動期〕 

防犯・子育て 

〔成長期〕 

防災・コミュニ
ティ、人材育成 

〔安定期〕 

商・産業振興
住民自治 

 H23～24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 議 会 

行政・ＵＲ等支援 地域主導・自立型の活動 

防  災 
コミュニティ 

防災マップ作り・街歩
き、災害時弱者支援 

Ｈ26 
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ支援事業 連携・協働モデル事業 

  防災情報交換・訓練 
子育て世代と高齢者交流 

 新旧コミュニティ融和 

 継続・進化 

・安心安全拠点 
・取組内容進化 
・連携拡大 

活動拠点    Ｈ25 ～ 計画    具体的検討 実現化へ 
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事例 2 

２０１９年７月１１日 
 

色 川  一 紀 

海浜NT（高洲第一・第二団地等） 

ちばスマートワーク推進（社会実験）の取り組み 
 

実証実験期間 2012（H24)年2月～2013（H25)年3月 



真砂第一 

真砂第二 

高洲第二 

高洲第一 

千葉都心 

幕張新都心 

蘇我副都心 

JR総武線 

至
東
京
都
心 

JR京葉線 

検見川浜駅 稲毛海岸駅 

N 

 担当団地 

東京駅まで約40分圏 
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１ 



・民間企業各社（４社） 
 日本IBM、リコー、大日本印刷、ALSOK 
 

・千葉市社会福祉協議会高洲・高 
 浜地区部会〔自治会、市民団体、ＮＰＯ〕 

 

・ＵＲ都市機構千葉地域支社 

・国土交通省 都市局都市政策課 
・(社）日本テレワーク協会 
 
・千葉市 
・(財）千葉市産業振興財団 

 

プレーヤーグループ (理事会・推進会議） サポーターグループ(推進会議） 

施策・支援 

連携・協力 

・会員の確保、・施設の運営管理 
・会計・協議会運営 

・各種施策支援、・広報・イベント協力 
・協議会参加 

１ 協議会の目的 
 スマートワークとは次の目的を達成するための次世代の働き方 
  ①テレワーク機能を活用した働きやすい創造的環境 
  ②余暇時間拡大やワークライフバランスの確保による生活の質の向上 
  ③市民、企業の生産性向上と地域の企業や人材の交流による地域活性化 
 

  協議会は、実証実験等を通じてスマートワークの推進に資することを目的 
 

２ 協議会の組織 （１０の企業・団体） 

 

  

 
ちばスマートワーク推進協議会 (2012（H24）.2月発足） 

 ３ ちばスマートワークセンター（社会実験 2012（H24）．2～2013（H25）．3） 
  ・高洲第二団地内施設（多目的ホール128㎡）改修→インターネット装備の最新型オフィス ７ 
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ちばスマートワーク
センター （CSWC) 

4人会議室 

オープン・図書館型席 

8人会議室 

セミクローズ席 

外   観 

（多目的ホールを改修） 
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END 

10 
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社会実証実験の総括 

①近隣住民等への認知が定着・拡大した。 

  ・協議会方式の運営の有効性 

②事業収益性が見込める。 

  ・課金による社会実験で、料金体系、収益性等が評価 

③スマートワークのニーズ及び付加価値が実証できた。（課金方式） 

④利用者分析 

  ・美浜区内の利用が過半 

  ・仕事をするオフィス利用多く、近隣在住者による仕事利用 

⑤コトづくり各種実験 

  ・働く場所の基本機能以外にも、複合的な用途による集客 「人が 

   集まる場所」の位置付けが有効 

  ・パソコン教室、サークル活動等の地域的活動拠点の利用が地域 

   住民主体で起きた。（人材育成等の副次的効果） 
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（１） 主たる成果 



社会実証実験の総括 

①センター自体の提供価値（ハード） 

 ⅰ近隣在住者の在宅ワーク・学習の、集中できる作業場 

   ・スペース規格、間仕切り、セキュリティ機能、ネットワーク機能、印刷環境、 

    物理的・心理的環境、利用料金など 

 ⅱ近隣企業、進出企業に対するオンデマンドのスペース 

 ⅲ近隣在住者向け交流スペース 

②他サービス、企業等と連携することによる提供価値（ソフト） 

 ⅰ教育を受けられる場（教育サービスの提供） 

 ⅱ子育て、介護等仕事の両立支援の仕事場（子育て・介護サービスと近接・連携） 

 ⅲ企業のスマートワーク展開（同業他施設との連携） 

 ⅳ地域コミュニティ向けの集会所（コミュニティ機能、イベント、飲食ほか） 

 ⅴ企業と連携した事業創出の場（規模、業種、業態を超えた情報交換、コトづくり） 
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（２）スマートワークの機能要件 



社会実証実験の総括 

①この実証実験は、５・６年早かったため、定着に至らなかったが、 

  現在では、生活全体のネットワーク化、ソーシャル化の進展ととも 

  に、テレワークは、社会的なムーブメントとなっている。 

 

②今日では、時間利用型の貸しオフィス・貸し会議室、インキュベータ型 

  の貸しオフィス、企業ごとのサテライトオフィス、シェアオフィスなどの 

  サービス提供は広まってきた。 

  ・今後は、職住近接型ワークスペース提供（利用者像）に期待 

  

③スマートワークの普及定着のポイントは、同様な機能を持つ施設が 

  面的に展開されていくこと、飲食等複合機能の提供などが、事業性 

  をより高める。 
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（３）今後の課題、提言等 


